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（
国
土
交
通
委
員
会
）

日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
二

号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
の
経
営
基
盤
の
強
化
、
我
が
国
の
鉄
道
事
業
の
活
性
化

等
の
必
要
性
並
び
に
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の
業
務
の
実
施
状

況
に
鑑
み
、
機
構
に
よ
る
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
対
す
る
支
援
措
置
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す

る
と
と
も
に
、
機
構
の
建
設
勘
定
に
お
い
て
経
理
を
行
う
業
務
の
一
部
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
機
構
の
特
例
業
務
勘
定

か
ら
建
設
勘
定
に
繰
入
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

機
構
は
、
次
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

イ

北
海
道
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
四
国
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
の
経
営
の
安
定
を
図
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
会
社
が
引
き

受
け
る
べ
き
も
の
と
し
て
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
特
別
債
券
（
以
下
「
特
別
債
券
」
と
い
う
。
）
を
発
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行
す
る
こ
と
。

ロ

特
別
債
券
の
償
還
及
び
特
別
債
券
に
係
る
利
子
の
支
払
を
行
う
こ
と
。

ハ

北
海
道
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
四
国
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
に
対
し
、
特
別
債
券
の
引
受
け
に
要
す
る
資
金
に
充
て

る
た
め
の
資
金
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
こ
と
。

２

機
構
は
、
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
対
し
、

老
朽
化
し
た
鉄
道
施
設
等
の
更
新
そ
の
他
こ
れ
ら
の
会
社
の
経
営
基
盤
の
強
化
に
必
要
な
鉄
道
施
設
等
の
整
備
に
必
要
な

資
金
に
充
て
る
た
め
の
無
利
子
の
資
金
の
貸
付
け
又
は
助
成
金
の
交
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

３

機
構
は
、
平
成
五
年
度
か
ら
平
成
九
年
度
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
新
幹
線
鉄
道
の
建
設
に
関
す
る
事
業
に
係
る
借
入
れ

に
係
る
債
務
の
償
還
及
び
当
該
債
務
に
係
る
利
子
の
支
払
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
平
成
二
十
三
事
業
年
度
に
お

い
て
、
特
例
業
務
勘
定
の
積
立
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
、
同
勘
定
に
係
る
業
務
の
運
営
に
支
障
の
な
い
範
囲
内

の
金
額
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
金
額
を
、
建
設
勘
定
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

４

機
構
は
、
三
の
業
務
に
必
要
な
費
用
（
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お

け
る
鉄
道
線
路
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
充
て
る
た
め
、
特
例
業
務
勘
定
に
係
る
業
務
の
運
営
に
支
障
の
な
い
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範
囲
内
の
金
額
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
金
額
を
同
勘
定
か
ら
建
設
勘
定
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。

二

旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

北
海
道
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
四
国
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
は
、
一
の
１
の
ハ
の
貸
付
け
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
貸
付

け
に
係
る
貸
付
金
を
も
っ
て
特
別
債
券
を
引
き
受
け
る
も
の
と
す
る
。

三

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正

機
構
は
、
当
分
の
間
、
新
幹
線
鉄
道
の
営
業
の
開
始
に
よ
り
そ
の
営
業
主
体
が
廃
止
し
た
路
線
に
お
い
て
新
た
に
他
の
者

が
鉄
道
事
業
を
開
始
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
が
支
払
う
使
用
料
が
増
加
す
る
と
き
に
お
い
て
、
同

社
に
対
し
、
助
成
金
の
交
付
を
行
う
も
の
と
す
る
。

四

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


